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は
じ
め
に
─
─
釈
智
蔵
の
伝
を
め
ぐ
っ
て
─
─

　
『
懐
風
藻
』
に
は
四
人
の
僧
侶
の
詩
が
載
り
、
釈
智
蔵
は
そ
の
最
初
の
一
人
で
あ
る
。

四
人
の
僧
侶
に
は
そ
れ
ぞ
れ
伝
が
付
さ
れ
て
お
り
、
智
蔵
の
伝
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

智
蔵
師
者
、
俗
姓
禾
田
氏
。
淡
海
帝
世
、
遣
学
唐
国
。
時
呉
越
之
間
、
有
高
学
尼
。

法
師
就
尼
受
業
。
六
七
年
中
、
学
業
穎
秀
。
同
伴
僧
等
、
頗
有
忌
害
之
心
。
法
師
察

之
、
計
全
躯
之
方
、
遂
被
髮
陽
狂
、
奔
蕩
道
路
。
密
写
三
蔵
要
義
、
盛
以
木
筒
、
著

漆
秘
封
、
負
擔
遊
行
。
同
伴
軽
蔑
、
以
為
鬼
狂
、
遂
不
為
害
。
太
后
天
皇
世
、
師
向

本
朝
。
同
伴
登
陸
、
曝
涼
経
書
。
法
師
開
襟
対
風
曰
、
我
亦
曝
涼
経
典
之
義
。
衆
皆

嗤
笑
、
以
為
妖
言
。
臨
於
試
業
、
昇
座
敷
演
。
辞
義
峻
遠
、
音
詞
雅
麗
。
論
雖
蜂
起
、

応
対
如
流
。
皆
屈
服
莫
不
驚
駭
。
帝
嘉
之
。
拝
僧
正
。
時
歳
七
十
三
。

智
蔵
師
は
、
俗
姓
禾
田
氏
。
淡
海
帝
の
世
に
、
唐
国
に
遣
学
す
。
時
に
呉
越

の
間
に
、
高
学
の
尼
有
り
。
法
師
尼
に
就
き
て
業
を
受
く
。
六
・
七
年
の
中

に
、
学
業
穎
秀
な
り
。
同
伴
の
僧
等
、
頗
る
忌
害
の
心
有
り
。
法
師
察
り
て
、

躯
を
全
く
せ
む
方
を
計
り
、
遂
に
被
髮
陽
狂
し
、
道
路
に
奔
蕩
す
。
密
び
に

三
蔵
の
要
義
を
写
し
、
盛
る
る
に
木
筒
を
以
ち
ゐ
、
漆
を
著
け
て
秘
封
し
、

負
擔
遊
行
す
。
同
伴
軽
蔑
し
、
鬼
狂
な
り
と
以
為
ひ
、
遂
に
害
を
為
さ
ず
。

太
后
天
皇
の
世
に
、
師
本
朝
に
向
か
ふ
。
同
伴
陸
に
登
り
、
経
書
を
曝
涼
す
。

法
師
襟
を
開
き
風
に
対
か
ひ
て
曰
は
く
、「
我
も
亦
経
典
の
奥
義
を
曝
涼
す
」

と
い
ふ
。
衆
皆
嗤
笑
り
、
妖
言
と
以
為
へ
り
。
試
業
に
臨
み
、
座
に
昇
り
て

敷
演
す
。
辞
義
峻
遠
、
音
詞
雅
麗
。
論
蜂
の
ご
と
く
に
起
れ
り
と
雖
も
、
応

対
流
る
る
が
如
し
。
皆
屈
服
し
驚
駭
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
莫
し
。
帝
嘉
み
し
た

ま
ひ
、
僧
正
に
拝
し
た
ま
ふ
。
時
に
歳
七
十
三
。

　

大
意
は
以
下
の
と
お
り
。
智
蔵
師
は
俗
姓
を
禾
田
氏
と
い
う
。
淡
海
帝
の
世
即
ち
天
智

朝
に
、
唐
国
に
留
学
し
た
。
こ
の
時
期
、
呉
越
地
方
に
は
、
高
学
の
尼
が
い
た
。
法
師
は

こ
の
尼
に
つ
い
て
業
を
受
け
た
。
六
七
年
の
留
学
に
お
い
て
、
学
業
が
秀
で
て
い
た
。
同

伴
の
僧
達
は
、
智
蔵
に
害
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
。
法
師
は
こ
れ
を
察
知
し

て
、
身
を
守
る
た
め
に
、
髮
を
振
り
乱
し
て
狂
っ
た
ふ
り
を
し
、
道
路
を
走
り
回
っ
た
。

密
か
に
三
蔵
の
要
義
を
写
し
、
木
筒
の
中
に
入
れ
、
漆
を
つ
け
て
密
封
し
、
背
負
っ
て
あ

ち
こ
ち
歩
い
た
。
同
伴
の
僧
ら
は
彼
を
軽
蔑
し
、
狂
人
と
思
っ
て
、
危
害
を
加
え
る
に
は

及
ば
な
か
っ
た
。「
太
后
天
皇
」
の
御
代
、
法
師
は
日
本
に
向
か
っ
た
。
同
伴
は
陸
に
上

る
と
、
経
書
を
日
に
さ
ら
し
た
。
法
師
は
襟
を
開
い
て
風
に
向
か
い
、「
私
も
経
典
の
奥

義
を
さ
ら
そ
う
」
と
い
っ
た
。
人
々
は
皆
嗤
い
、
虚
言
だ
と
思
っ
た
。
試
業
に
臨
ん
で
、

智
蔵
は
座
に
昇
っ
て
経
義
を
敷
衍
し
詳
し
く
論
じ
た
。
そ
の
意
味
は
深
遠
で
、
発
音
は
美

し
く
正
確
だ
っ
た
。
議
論
が
蜂
の
よ
う
に
盛
ん
に
起
こ
っ
た
が
、
そ
の
応
対
は
誠
に
流
麗

だ
っ
た
。
皆
屈
服
し
、
驚
か
な
い
者
は
な
か
っ
た
。
帝
は
こ
れ
を
嘉
賞
さ
れ
、
僧
正
に
任

命
な
さ
っ
た
。
卒
時
は
七
十
三
歳
で
あ
っ
た
。

　

中
心
と
な
る
の
は
留
学
の
話
で
、
特
に
同
伴
の
僧
達
に
よ
り
害
を
及
ぼ
さ
れ
そ
う
に

な
っ
た
智
蔵
が
、「
陽
狂
」
し
て
難
を
逃
れ
、
無
事
帰
国
後
に
試
業
を
立
派
に
行
い
、
帝

に
嘉
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
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『
懐
風
藻
』
に
は
四
つ
の
僧
伝
が
載
る
。『
懐
風
藻
』
詩
人
の
伝
は
、
前
半
六
人
目
に
配

さ
れ
る
中
臣
大
島
に
お
い
て
「
自
茲
以
降
諸
人
未
得
伝
記
」
と
あ
っ
て
以
降
、
伝
を
つ
け

ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
四
人
い
る
僧
侶
詩
人
に
は
全
て
（
中
臣
大
島
以
降
に

配
さ
れ
る
三
人
を
含
め
て
）、
伝
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。『
懐
風
藻
』
編
者
の
、
僧
詩
人
達
へ

の
興
味
が
窺
え
る
事
実
で
あ
る
。

　

こ
の
四
つ
の
僧
伝
は
何
れ
も
特
徴
的
な
も
の
が
多
く
、
智
蔵
伝
も
ま
た
異
彩
を
放
っ
て

い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
留
学
時
に
同
伴
の
僧
達
に
忌
害
の
心
を
持
た
れ
る

と
い
う
話
は
、
留
学
の
話
が
多
い
僧
伝
の
中
で
も
、
智
蔵
伝
に
の
み
存
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
智
蔵
は
そ
の
た
め
難
を
逃
れ
る
手
段
と
し
て
「
陽
狂
」
す
る
と
あ
る
が
、
こ
の
語

に
も
注
意
が
要
さ
れ
る
。『
懐
風
藻
』
僧
伝
は
中
国
高
僧
伝
の
表
現
を
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
既
に
よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
高
僧
伝
に
も
「
陽
狂
（
佯
狂
）」
の
語
は

見
ら
れ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
智
蔵
伝
に
お
け
る
そ
れ
と
は
少
し
異
な
っ
て
い

る
。
智
蔵
伝
の
「
陽
狂
」
の
語
を
中
心
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
で
、『
懐
風
藻
』
編
者
は

如
何
な
る
興
味
を
も
っ
て
僧
伝
を
つ
け
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

1
　「
狂
」
と
「
方
外
の
士
」

　

智
蔵
留
学
中
の
表
現
と
し
て
最
も
特
徴
的
な
も
の
は
、
智
蔵
が
他
の
留
学
生
か
ら
の
妬

み
に
命
の
危
険
を
感
じ
、
気
が
狂
っ
た
ふ
り
を
し
た
、「
被
髪
陽
狂
」
の
く
だ
り
で
あ
る
。

『
懐
風
藻
』
仏
家
伝
に
は
、
し
ば
し
ば
『
続
高
僧
伝
』
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
る
が
、「
被

髪
」「
陽
狂
」
に
つ
い
て
も
用
例
が
見
え
る
。
な
お
漢
籍
に
お
い
て
「
陽
狂
」
は
「
佯
狂
」

の
用
字
で
使
わ
れ
る
（『
正
字
通
』
に
「
佯
、
通
作p

陽
、
内
不p

然
而
外
飾
偽
曰p

陽
」
と
あ
る
）。『
続

高
僧
伝
』
の
「
佯
狂
」
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、
巻
二
五
の
「
感
通
上
・
賈
逸
伝
」
に
次
の
も

の
が
あ
る
。

時
蜀
郡
又
有
揚
祐
師
者
。
佯
狂

0

0

岷
絡
。
古
老
百
歳
者
云
。
初
見
至
今
貌
常
不
改
。
可

年
四
十
。
著
故
黄
衫
。
食
噉
同
俗
。
栖
止
無
定
。
毎
有
大
集
身
必
在
先
。
言
笑
応
変

不
傷
物
議
。
預
記
来
験
。
時
共
称
美
。
迄
于
唐
初
猶
見
彼
土
。
後
失
其
所
在
。

時
に
蜀
郡
に
又
揚
祐
師
な
る
者
有
り
。
岷
絡
に
て
佯
狂
す
。
古
老
の
百
歳
な

る
者
云
く
「
初
め
て
見
て
よ
り
今
に
至
る
ま
で
貌
は
常
に
改
ま
ら
ず
。
年
は

四
十
ば
か
り
な
ら
ん
。」
と
。
故
き
黄
衫
を
著
、
食
噉
は
俗
と
同
じ
な
り
。

栖
止
は
定
め
無
く
、
大
集
有
る
毎
に
身
は
必
ず
先
に
在
り
。
言
笑
も
て
応
変

し
物
議
を
傷
つ
け
ず
。
預
め
来
験
を
記
す
れ
ば
時
に
共
に
称
美
す
。
唐
初
に

迄
る
ま
で
猶
彼
の
土
を
見
る
も
、
後
に
其
の
所
在
を
失
ふ
。

ま
た
「
被
髪
」
の
例
と
し
て
は
、『
藝
文
類
聚
』
巻
七
十
七
「
梁
陸
倕
誌
法
師
墓
碑
銘
」

が
あ
る
。

被
髪
徒
跣

0

0

0

0

、
負
杖
挾
鏡
。
或
徴
索
酒
肴
、
或
数
日
不
食
。
豫
言
未
兆
。

被
髪
徒
跣
し
、
杖
を
負
ひ
鏡
を
挾
む
。
或
い
は
酒
肴
を
徴
索
し
、
或
い
は
数

日
食
は
ず
。
未
兆
を
豫
言
す
。

こ
れ
ら
の
例
は
何
れ
も
、
高
僧
の
常
人
離
れ
し
た
様
子
に
焦
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
即
ち
、

「
佯
狂
」
し
「
被
髪
」
す
る
こ
と
に
論
理
的
説
明
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
説
明
の

つ
か
な
い
こ
と
を
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
僧
達
の
異
様
さ
、
引
い
て
は
そ
の
霊
異
を

表
現
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

然
る
に
、
智
蔵
伝
に
お
け
る
「
陽
狂
」
は
、
智
蔵
が
同
伴
の
僧
達
か
ら
害
を
加
え
ら
れ

そ
う
に
な
る
と
い
う
文
脈
で
「
陽
狂
」
が
語
ら
れ
て
お
り
、「
陽
狂
」
し
た
理
由
が
明
示

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
「
開
襟
対
風
」
の
よ
う
に
常
人
離
れ
し
た
行
動
と
も
取
れ
る
表
現

は
さ
れ
る
も
の
の
、
智
蔵
伝
で
の
「
陽
狂
」
は
、
論
理
的
整
合
性
の
あ
る
中
で
の
使
用
と

な
っ
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。

　

僧
伝
に
お
け
る
「
佯
狂
」
が
僧
の
異
様
さ
を
際
立
た
せ
る
一
方
で
、
漢
籍
の
内
、
史
書

等
僧
伝
に
関
わ
ら
な
い
も
の
に
も
、「
佯
狂
」
は
多
く
現
れ
る
語
で
あ
る
。「
狂
」
に
つ
い

て
の
研
究
は
白
川
静
な
ど
あ
る
が
、
特
に
「
佯
狂
」
と
絡
め
て
漢
籍
に
お
け
る
「
狂
」
の

使
わ
れ
方
の
変
遷
を
詳
細
に
論
じ
た
の
は
、
矢
嶋
美
都
子
﹇
二
〇
〇
六
﹈
で
あ
る
。
ま
ず
、

そ
の
要
諦
を
、
矢
嶋
の
文
か
ら
引
用
す
る
。

古
代
中
国
で
孔
子
が
中
庸
を
得
な
い
者
と
限
定
付
き
な
が
ら
「
狂
狷
」（「
狂
者
」「
狷

者
」）
を
認
め
た
の
で
、
そ
の
象
徴
的
人
物
の
楚
狂
接
輿
と
佯
狂
箕
子
の
「
世
を
避
け
」



『
懐
風
藻
』
智
蔵
伝
の
「
陽
狂
」

（25）382

「
身
を
全
う
し
た
」
処
世
は
一
種
の
敬
意
を
も
っ
て
「
被
髪
佯
狂
」
と
し
て
容
認
さ

れ
た
。
漢
代
に
は
私
的
な
功
利
的
な
事
由
か
ら
の
「
狂
」（
佯
狂
）
も
い
る
が
、「
狂
」

は
殺
さ
れ
な
い
、
罪
せ
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
側
面
に
そ
れ
な
り
の
存
在
意
義
、
社
会

貢
献
が
見
出
さ
れ
、
公
認
さ
れ
た
。
六
朝
時
代
も
「
狂
」
は
殺
さ
れ
ず
、
罪
せ
ら
れ

な
い
と
い
う
観
念
は
保
持
さ
れ
た
が
、
三
国
末
か
ら
西
晋
初
期
の
政
権
交
代
期
に
、

出
仕
拒
否
に
「
佯
狂
」
が
利
用
さ
れ
、
人
を
斬
る
ほ
ど
ま
で
に
狂
ぶ
り
が
過
激
化
、

暴
力
的
な
も
の
に
変
容
し
、
そ
れ
と
区
別
す
る
「
方
外
の
士
」
の
概
念
も
派
生
し
た
。

し
か
し
司
馬
氏
の
天
下
に
な
る
と
、
頑
な
な
処
世
態
度
は
敬
遠
さ
れ
、「
狂
狷
」
は

愚
か
者
の
意
味
に
な
り
、「
狂
者
」「
狷
者
」
も
忌
避
さ
れ
、
東
晋
で
は
さ
ら
に
「
狂
」

へ
の
敬
意
も
失
わ
れ
、「
狂
」
も
「
方
外
の
士
」
も
同
一
に
単
な
る
礼
儀
知
ら
ず
を

軽
蔑
す
る
罵
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
実
際
の
「
被
髪
佯
狂
」
は
い
な

く
な
っ
た
。
六
朝
貴
族
の
美
意
識
か
ら
も
ま
た
「
身
を
全
う
す
る
」
代
償
と
し
て
も

変
容
し
た
「
佯
狂
」
は
割
に
合
わ
ず
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ

楚
狂
接
輿
は
仕
官
し
た
形
跡
が
な
く
、
孔
子
を
か
ら
か
っ
た
と
い
う
「
狂
」
ぶ
り
が

六
朝
貴
族
の
好
み
に
適
う
も
の
で
あ
っ
た
せ
い
か
、「
世
を
避
け
」「
身
を
全
う
す
る
」

処
世
の
お
手
本
に
さ
れ
た
。
こ
う
い
っ
た
風
潮
の
中
か
ら
、
出
仕
は
す
る
が
職
務
を

忘
れ
て
山
水
賞
遊
に
耽
る
「
狂
士
」
が
出
現
し
、
以
後
は
、
修
飾
語
と
し
て
の
狂
の

用
語
例
が
見
ら
れ
る
だ
け
に
な
る
。
つ
ま
り
六
朝
時
代
に
至
っ
て
、
古
来
の
狂
の
観

念
を
具
現
化
し
た
「
佯
狂
」
は
変
容
の
果
て
に
消
え
去
り
、
世
俗
の
利
害
得
失
、
思

惑
な
ど
の
埒
外
で
純
粋
に
自
分
の
思
い
に
集
中
す
る
と
い
う
「
狂
」
の
精
髄
（
俗
人

か
ら
見
れ
ば
愚
）
が
よ
り
観
念
化
、
言
語
化
さ
れ
た
、
と
結
論
で
き
よ
う
。

特
に
こ
の
内
、
漢
代
辺
り
ま
で
の
、「
世
を
避
け
」「
身
を
全
う
し
た
」
処
世
と
し
て
の
「
佯

狂
」
が
、
智
蔵
伝
の
そ
れ
と
関
連
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

　

日
本
に
お
け
る
「
狂
」
は
、
例
え
ば
中
西
進
﹇
一
九
八
七
﹈
は
、
本
来
の
も
の
と
し
て
、

「
神
懸
り
」
の
状
態
の
こ
と
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
、
記
紀
の
息
長
帯
日
売
命
と
建
内
宿

祢
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
歌
に
現
れ
る
、「
寿
き
狂
ほ
し
」
を
挙
げ
る
。
ま
た
「
風
狂
」
の

観
念
が
、『
万
葉
集
』
か
ら
見
ら
れ
る
と
し
、
白
川
静
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
も
同
様
に
し
て
、

更
に
能
、
特
に
狂
女
物
へ
と
続
く
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
白
川
は
そ
の
中
に
あ
っ
て
『
懐

風
藻
』
の
藤
原
万
里
が
使
っ
て
い
る
「
狂
」
な
ど
は
、「
明
ら
か
に
七
賢
清
談
の
徒
の
口

ま
ね
で
、
貴
公
子
の
戯
れ
言
に
す
ぎ
な
い
」
と
す
る
。

　
『
懐
風
藻
』
に
現
れ
る
「
狂
」
は
、
確
か
に
日
本
の
「
狂
」
の
み
な
ら
ず
、
強
く
漢
籍

の
そ
れ
を
も
意
識
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
藤
原
万
里
「
暮
春
於
弟
園
池
置

酒
」（
九
四
）
の
序
は
、『
懐
風
藻
』
中
で
智
蔵
伝
の
ほ
か
に
も
「
狂
」
を
使
っ
て
い
る
例

で
あ
る
。

僕
聖
代
之
狂0

生
耳
。
直
以
風
月
為
情
、
魚
鳥
為
翫
。
貪
名
徇
利
、
未
適
冲
襟
。
対
酒

当
歌
、
是
諧
私
願
。
乗
良
節
之
已
暮
、
尋
昆
弟
之
芳
筵
。
一
曲
一
盃
、
尽
懽
情
於
此

地
。
或
吟
或
詠
、
縱
意
気
於
高
天
。
千
歲
之
間
、
嵆
康
我
友
。
一
酔
之
飲
、
伯
倫
吾

師
。
不
慮
軒
冕
之
栄
身
、
徒
知
泉
石
之
楽
性
。

僕
は
聖
代
の
狂
生
ぞ
。
直
に
風
月
を
以
ち
て
情
と
為
し
、
魚
鳥
を
翫
と
為
す
。

名
を
貪
り
利
を
徇
む
る
こ
と
は
、
未
だ
冲
襟
に
適
は
ず
。
酒
に
対
か
ひ
て
当

に
歌
ふ
べ
き
こ
と
は
、
是
れ
私
願
に
諧
ふ
。
良
節
の
已
に
暮
る
る
に
乗
り
て
、

昆
弟
の
芳
筵
を
尋
ぬ
。
一
は
曲
ひ
一
は
盃
み
、
懽
情
を
此
の
地
に
尽
く
し
、

或
は
吟
き
或
は
詠
ひ
、
意
気
を
高
き
天
に
縱
に
す
。
千
歲
の
間
、
嵆
康
は
我

が
友
。
一
酔
の
飲
、
伯
倫
は
吾
が
師
。
軒
冕
の
身
を
栄
え
し
む
る
こ
と
を
慮

ら
ず
、
徒
に
泉
石
の
性
を
楽
し
ば
し
む
る
こ
と
を
知
る
の
み
。

「
対
酒
当
歌
」
は
曹
操
「
短
歌
行
」
を
、「
一
曲
一
盃
」
は
王
羲
之
「
蘭
亭
集
の
序
」
を

意
識
し
て
お
り
、ま
た
嵆
康
・
伯
倫
は
竹
林
の
七
賢
の
名
で
、「
軒
冕
」
は
高
位
高
官
の
意
、

「
泉
石
」
は
山
水
自
然
の
美
し
い
景
色
で
あ
り
、
こ
の
序
か
ら
、
矢
嶋
美
都
子
﹇
二
〇
一
三
﹈

は
六
朝
時
代
の
山
水
の
美
に
耽
る
「
狂
士
」
と
し
て
の
表
現
を
指
摘
す
る
。
更
に
矢
嶋
は
、

こ
の
序
の
つ
け
ら
れ
た
詩
に
お
い
て
も
、「
寄
言
礼
法
士
、
知
我
有
麤
疎
。（
言
を
寄
す
礼

法
の
士
、我
が
麤
疎
有
る
を
知
る
べ
し
。）」
に
つ
い
て
、「
阮
籍
ば
り
の
『
方
外
の
士
』
を
気
取
っ

て
い
る
」
と
す
る
。
阮
籍
は
、
魏
王
室
と
深
い
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
後
の
西
晋

期
に
お
い
て
も
身
を
全
う
し
た
人
物
で
あ
り
、
酒
を
好
み
礼
節
を
軽
ん
じ
、
そ
れ
が
「
佯

狂
」
な
の
か
本
性
な
の
か
が
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
と
さ
れ
る
一
方
で
、『
荘
子
』
に
典
故

を
持
つ
「
方
外
の
士
」
と
し
て
の
評
価
を
得
た
。
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万
里
は
阮
籍
の
よ
う
な
「
方
外
の
士
」
を
意
識
し
た
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
意
識
し

た
の
は
万
里
ば
か
り
で
は
な
い
。
留
学
僧
の
一
人
で
あ
る
釈
道
慈
は
、『
懐
風
藻
』
に
載

る
詩
（
一
〇
四
）
の
中
で
「
僧
既
方
外
士

0

0

0

、
何
煩
入
宴
宮
。（
僧
は
既
に
方
外
の
士
、
何
ぞ
煩
は

し
く
宴
宮
に
入
ら
ん
。）」
と
詠
む
。
長
屋
王
か
ら
の
宴
の
誘
い
を
断
る
詩
で
あ
る
が
、
僧
で

あ
る
自
分
を
「
方
外
の
士
」
と
す
る
こ
と
で
、
長
屋
王
に
対
し
て
礼
法
に
則
ら
な
い
理
由

を
表
す
。

　

山
水
自
然
を
賞
美
し
、
老
荘
思
想
或
い
は
仏
門
に
あ
る
、
こ
う
し
た
世
俗
か
ら
離
れ
た

「
方
外
の
士
」
は
、
智
蔵
の
伝
や
そ
の
詩
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
智
蔵
伝

の
中
に
は
「
法
師
開
襟
対
風
曰
、
我
亦
曝
涼
経
典
之
奥
義
。」
と
あ
り
、
こ
れ
が
『
世
説

新
語
』
排
調
篇
の
「
郝
隆
七
月
七
日
出
日
中
仰
臥
。
人
問
其
故
。
答
曰
、
我
曬
書
。（
郝

隆
七
月
七
日
日
中
に
出
で
て
仰
臥
す
。
人
問
其
の
故
を
問
ふ
。
答
へ
て
曰
く
、
我
書
を
曬
せ
り
、
と
。）」

の
郝
隆
、
及
び
任
誕
篇
の
「
阮
仲
容
、
步
兵
居
道
南
、
諸
阮
居
道
北
。
北
阮
皆
富
、
南
阮

貧
。
七
月
七
日
、
北
阮
盛
曬
衣
、
皆
紗
羅
錦
綺
。
仲
容
以
竿
掛
大
布
犢
鼻
㡓
於
中
庭
。
人

或
怪
之
、
答
曰
、
未
能
免
俗
、
聊
復
爾
耳
。（
阮
仲
容
と
步
兵
と
は
道
南
に
居
り
、
諸
阮
は
道
北

に
居
り
。
北
阮
は
皆
富
み
、
南
阮
は
貧
し
。
七
月
七
日
、
北
阮
は
盛
ん
に
衣
を
曬
し
、
皆
紗
羅
錦
綺
な
り
。

仲
容
竿
を
以
て
大
布
の
犢
鼻
㡓
を
中
庭
に
掛
く
。
人
或
は
之
を
怪
し
む
に
、
答
へ
て
曰
く
、
未
だ
俗
を

免
る
る
こ
と
能
は
ず
、
聊
か
復
た
爾
す
る
の
み
）。」
の
阮
咸
の
故
事
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は

先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
矢
嶋
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

『
世
説
新
語
』
の
排
調
篇
は
俗
物
へ
の
辛
辣
な
風
刺
、
任
誕
篇
に
は
世
俗
的
な
規
範

や
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
ず
に
「
真
」
を
追
求
す
る
、
自
由
奔
放
な
生
き
方
や
行
為
に

関
す
る
故
事
が
収
載
さ
れ
て
お
り
、
釈
智
蔵
の
「
佯
狂
」
ぶ
り
に
は
、
六
朝
貴
族
た

ち
が
よ
し
と
し
た
精
神
の
反
映
も
窺
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
懐
風
藻
』
の
「
狂
」
は
「
方
外
の
士
」
の
よ
う
な
、
六
朝
時
代
の
用

法
に
あ
る
超
俗
的
な
意
味
を
見
て
取
れ
る
。
更
に
、『
懐
風
藻
』
に
二
首
収
め
ら
れ
て
い

る
智
蔵
自
身
の
詩
に
目
を
向
け
る
と
、
そ
の
内
容
か
ら
も
智
蔵
の
「
狂
」
の
様
子
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

釈
智
蔵
。
二
首
。

八　

五
言
。
翫
花
鶯
。
一
首
。

桑
門
寡
言
晤
、
策
杖
事
迎
逢
。

以
此
芳
春
節
、
忽
値
竹
林
風
。

求
友
鶯
嫣
樹
、
含
香
花
笑
叢
。

雖
喜
遨
遊
志
、
還
愧
乏
雕
蟲
。

桑
門
言
晤
寡
く
、
杖
を
策
き
て
迎
逢
を
事
と
す
。

此
の
芳
春
の
節
を
以
ち
て
、
忽
ち
に
竹
林
の
風
に
値
ふ
。

友
を
求
め
て
鶯
樹
に
嫣
ひ
、
香
を
含
み
て
花
叢
に
笑
ま
ふ
。

遨
遊
の
志
を
喜
ぶ
と
雖
も
、
還
り
て
愧
づ
雕
蟲
に
乏
し
き
こ
と
を
。

九　

五
言
。
秋
日
言
志
。
一
首
。

欲
知
得
性
所
、
来
尋
仁
智
情
。

気
爽
山
川
麗
、
風
高
物
候
芳
。

燕
巣
辞
夏
色
、
鴈
渚
聴
秋
聲
。

因
茲
竹
林
友
、
栄
辱
莫
相
驚
。

性
を
得
る
所
を
知
ら
ま
く
欲
り
、
来
り
尋
ぬ
仁
智
の
情
。

気
爽
け
く
し
て
山
川
麗
し
く
、
風
高
く
し
て
物
候
芳
ふ
。

燕
巣
夏
色
辞
り
、
鴈
渚
秋
聲
を
聴
く
。

茲
の
竹
林
の
友
に
因
り
て
、
栄
辱
相
驚
く
こ
と
莫
し
。

九
番
詩
に
お
け
る
「
仁
智
」
は
、『
論
語
』「
雍
也
」
篇
の
「
知
者
楽
水
、
仁
者
楽
山
」
を

踏
ま
え
た
も
の
で
、
山
水
の
表
現
で
あ
る
の
は
『
懐
風
藻
』
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
が
、
矢
嶋
は
こ
の
よ
う
な
山
水
自
然
の
中
と
い
う
超
俗
の
世
界
を
友
と
し
、
世
俗

の
外
（
方
外
）
が
我
が
本
性
に
最
も
適
う
の
だ
、
と
い
う
智
蔵
の
表
現
に
注
目
す
る
。

　
「
狂
」
が
「
方
外
の
士
」
を
表
す
点
に
注
目
し
た
矢
嶋
と
同
様
に
、
智
蔵
の
隠
逸
志
向

を
論
ず
る
研
究
も
あ
る
。

　

八
番
詩
は
、
詩
題
の
如
く
鶯
や
花
を
賞
翫
す
る
も
の
だ
が
、「
策
杖
」「
竹
林
」
か
ら
、

隠
者
を
思
わ
せ
る
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
九
番
詩
に
お
い
て
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も
、夙
に
杉
本
注
が
「
こ
の
詩
に
於
て
、『
欲
知
得
性
所　

来
尋
仁
智
情
』、『
因
茲
竹
林
友
、

栄
辱
莫
相
驚
』
等
の
句
は
老
荘
の
思
想
及
び
竹
林
の
七
賢
の
思
想
の
影
響
が
あ
る
」
と
評

し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
田
云
明
﹇
二
〇
一
三
﹈
は
、
八
番
詩
に
つ
い
て
「
僧
侶
ど
こ
ろ

か
、
ま
る
で
竹
林
七
賢
の
遺
風
を
慕
う
文
人
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
、
九
番
詩
に
つ

い
て
も
「『
竹
林
』
の
語
を
意
識
的
に
入
れ
た
の
は
、
智
蔵
が
竹
林
七
賢
の
文
学
的
イ
メ
ー

ジ
を
的
確
に
捉
え
、
そ
れ
を
援
用
す
る
こ
と
で
、
僧
侶
と
し
て
の
自
身
の
脱
俗
性
・
反
俗

性
を
強
調
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
す
る
。

　

ま
た
田
云
明
﹇
二
〇
一
三
、
二
〇
一
七
﹈
は
、
智
蔵
伝
に
お
け
る
「
陽
狂
」
に
つ
い
て

も
触
れ
る
。
漢
代
ま
で
の
「
狂
」
に
つ
い
て
、
矢
嶋
と
同
様
の
分
析
を
行
っ
た
上
で
、「
狂
」

を
元
々
「
隠
者
に
関
わ
る
定
型
的
表
現
」
と
し
、
一
つ
に
「
世
を
避
け
る
」
た
め
、
一
つ

に
「
身
を
全
う
す
る
」
た
め
の
も
の
と
し
た
。『
楚
辞
』
及
び
『
文
選
』
の
中
で
、
箕
子

が
「
被
髪
佯
狂
」
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
紂
の
奢
侈
な
暴
政
か
ら
害
を
免
れ
る
た

め
に
、
狂
人
の
真
似
を
し
て
奴
隷
と
な
っ
た
箕
子
と
い
う
出
仕
拒
否
の
隠
者
を
表
わ
す
表

現
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
一
方
前
述
の
『
藝
文
類
聚
』「
梁
陸
倕
誌
法
師
墓
碑
銘
」
な
ど
、

高
僧
伝
に
狂
僧
が
見
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
佯
狂
」
の
こ
の
よ
う
な
隠
者
に
関
わ
る
表

現
を
僧
伝
に
援
用
す
る
こ
と
で
、
高
僧
伝
の
編
者
が
、
俗
人
と
異
な
る
高
僧
の
「
神
通
」、

霊
異
を
際
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
箕
子
の
話
の
よ
う
な
、
脱
俗

性
・
反
俗
性
に
満
ち
た
佯
狂
の
表
現
が
、『
藝
文
類
聚
』
の
例
の
よ
う
に
僧
侶
に
用
い
ら

れ
た
と
こ
ろ
に
、『
懐
風
藻
』
僧
伝
の
筆
者
が
興
味
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
即

ち
、『
懐
風
藻
』
仏
家
伝
に
お
い
て
（
或
い
は
『
懐
風
藻
』
全
体
に
お
い
て
）、
脱
俗
性
・
反
俗

性
を
以
て
人
物
を
語
ろ
う
と
す
る
中
で
、
仏
家
伝
と
し
て
も
親
和
性
が
高
い
（
中
国
で
の

僧
伝
に
も
使
わ
れ
て
い
る
）「
佯
狂
」
の
語
は
、
非
常
に
都
合
が
よ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

田
云
明
は
「
佯
狂
」
に
隠
者
的
・
脱
俗
的
・
反
俗
的
意
味
を
認
め
る
が
、
胡
志
昂
﹇
二

〇
一
六
﹈
も
ま
た
、
智
蔵
伝
に
竹
林
七
賢
へ
の
関
心
を
強
く
認
め
、
そ
れ
は
江
南
仏
教
に

お
い
て
玄
学
と
仏
教
の
関
係
が
極
め
て
密
接
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
目
し
、
そ
れ
ゆ
え
の

智
蔵
の
詩
、「
翫
花
鶯
」
と
「
秋
日
言
志
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。
前
述
の
と
お
り
、
智
蔵

伝
の
中
の
「
法
師
開
襟
対
風
曰
、
我
亦
曝
涼
経
典
之
奥
義
。」
が
、『
世
説
新
語
』
排
調
篇

及
び
任
誕
篇
を
踏
ま
え
て
い
る
点
か
ら
も
、
智
蔵
を
反
俗
的
・
隠
逸
的
人
物
と
し
て
表
現

し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
窺
え
る
。

2
　「
身
を
全
う
す
る
」
た
め
の
「
陽
狂
」

　

こ
こ
ま
で
は
、「
陽
狂
」
乃
至
「
狂
」
の
内
で
、「
狂
士
」
や
「
方
外
の
士
」
と
し
て
使

わ
れ
る
六
朝
期
の
観
点
を
中
心
に
、
先
学
の
指
摘
を
ま
と
め
て
き
た
。
そ
れ
は
、
同
じ
く

「
狂
」
の
語
を
使
う
藤
原
万
里
や
、
同
じ
沙
門
の
道
慈
に
も
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
り
、
ま

た
そ
も
そ
も
隠
逸
を
志
向
す
る
と
い
う
表
現
は
、
そ
れ
以
外
に
も
『
懐
風
藻
』
中
に
散
見

さ
れ
る
主
題
で
も
あ
る
。

　

一
方
で
、
矢
嶋
美
都
子
や
田
云
明
は
、
智
蔵
の
「
陽
狂
」
に
そ
の
よ
う
な
「
方
外
の
士
」

と
し
て
だ
け
で
な
く
、「
世
を
避
け
」「
身
を
全
う
す
る
」
た
め
の
役
割
に
も
注
目
し
て
い

る
。
そ
れ
は
特
に
漢
代
前
後
の
、「
狂
」
や
「
陽
狂
」
の
表
現
の
中
で
も
最
初
期
に
見
ら

れ
る
認
識
で
あ
る
。

　
『
楚
辞
』
に
は
、「
佯
狂
」
の
例
が
幾
つ
か
載
る
。
例
え
ば
「
惜
誓
」
に
は
、
次
の
よ
う

に
あ
る
。

比
干
忠
諌
而
剖
心
兮

箕
子
被
髪
而
佯
狂

0

0

…

非
重
躯
以
慮
難
兮

惜
傷
身
之
無
功

比
干
は
忠
諌
し
て
心
を
剖
か
れ

箕
子
は
被
髪
し
て
佯
狂
す
…

躯
を
重
ん
じ
て
以
て
難
を
慮
る
に
非
ず

身
を
傷
つ
け
る
の
功
無
き
を
惜
し
む

ま
た
「
天
問
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

何
聖
人
之
一
徳

卒
其
異
方

梅
伯
受
醢

箕
子
佯
狂

0

0
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何
ぞ
聖
人
は
徳
を
一
に
し
て

卒
に
其
れ
方
を
異
に
す
る

梅
伯
は
醢
を
受
け

箕
子
は
佯
狂
す

前
者
で
は
、
殷
の
時
代
、
比
干
や
梅
伯
は
紂
王
に
諫
言
し
て
殺
さ
れ
、
箕
子
は
佯
狂
し
て

生
き
延
び
た
こ
と
を
詠
じ
、
後
者
で
は
、
ど
ち
ら
も
「
聖
人
」
で
同
じ
「
徳
」
を
持
っ
て

い
る
の
に
、
そ
の
表
し
方
が
異
な
る
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
。

　

箕
子
に
つ
い
て
の
伝
は
『
史
記
』「
宋
微
子
世
家
」
に
載
る
。

紂
為
淫
泆
。
箕
子
諫
不
聴
。
人
或
曰
、
可
以
去
矣
。
箕
子
曰
、
為
人
臣
諫
不
聴
而
去
、

是
彰
君
之
悪
、
而
自
説
於
民
。
吾
不
忍
為
也
。
乃
被
髮
佯
狂
而
為
奴
。

紂
淫
泆
を
為
す
。
箕
子
諫
む
れ
ど
も
聴
か
れ
ず
。
人
或
は
曰
く
、
以
て
去
る

べ
し
、と
。箕
子
曰
く
、「
人
の
臣
と
為
り
、諫
め
て
聴
か
れ
ず
し
て
去
る
は
、

是
れ
君
の
悪
を
彰
は
し
て
、
自
ら
民
に
説
く
な
り
。
吾
は
為
す
に
忍
び
ざ
る

な
り
、
と
。
乃
ち
髮
を
被
り
佯
狂
し
て
奴
と
為
る
。

箕
子
は
紂
王
に
諫
言
し
た
が
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
と
い
っ
て
紂
王
の
下
を
去
っ
て
主
君
の

悪
を
天
下
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
よ
し
と
せ
ず
、
狂
人
の
ふ
り
を
す
る
。

武
王
既
克
殷
、
訪
問
箕
子
。
武
王
曰
、
於
乎
、
維
天
陰
定
下
民
、
相
和
其
居
。
我
不

知
其
常
倫
所
序
。

武
王
既
に
殷
に
克
ち
、
箕
子
に
訪
問
す
。
武
王
曰
く
、
於
乎
、
維
れ
天
、
陰

に
下
民
を
定
め
、
其
の
居
に
相
和
が
し
む
。
我
は
其
の
常
倫
の
序
づ
る
所
を

知
ら
ず
。

や
が
て
周
の
武
王
が
殷
を
倒
し
、
箕
子
を
訪
ね
て
天
道
に
つ
い
て
質
問
す
る
。
箕
子
は

長
々
と
そ
の
論
説
を
行
い
、
結
果
と
し
て
武
王
は
箕
子
を
朝
鮮
に
封
じ
、
周
の
臣
下
と
し

な
か
っ
た
と
な
る
。

　

殷
の
紂
王
の
時
代
に
は
、
王
に
諫
言
し
て
殺
さ
れ
る
臣
下
達
が
い
る
中
で
、
箕
子
は
佯

狂
し
て
生
き
延
び
、
周
の
武
王
に
召
し
出
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
更
に
は
そ
の
才
能
が
武

王
に
よ
り
認
め
ら
れ
、
朝
鮮
に
封
じ
ら
れ
る
に
至
る
。
聖
人
の
徳
の
発
揮
の
仕
方
と
し
て
、

悲
劇
で
は
な
く
成
功
に
繋
が
っ
た
人
物
で
あ
り
、「
暗
君
乱
世
に
明
哲
忠
直
の
人
が
、『
忠
』

や
『
義
』
と
い
っ
た
信
念
を
貫
く
為
の
処
世
の
一
つ
」（
矢
嶋
﹇
二
〇
一
三
﹈）
と
な
る
「
佯
狂
」

の
早
い
も
の
と
し
て
、
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
箕
子
の
話
は
、『
文
選
』（「
獄
中
上
書
自
明
」

巻
三
九
）
な
ど
に
も
載
る
。

昔
玉
人
献
宝
、
楚
王
誅
之
。
李
斯
竭
忠
、
胡
亥
極
刑
。
是
以
箕
子
陽
狂

0

0

、
接
輿
避
世
。

恐
遭
此
患
。

昔
玉
人
宝
を
献
じ
、
楚
王
之
を
誅
す
。
李
斯
忠
を
竭
く
し
、
胡
亥
極
刑
す
。

是
を
以
て
箕
子
は
陽
り
狂
し
、
接
輿
は
世
を
避
く
。
此
の
患
に
遭
ふ
を
恐
る

れ
ば
な
り
。

讒
言
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
故
事
を
挙
げ
、
箕
子
や
接
輿
は
た
め
に
陽
狂
し
世
を
避
け
た
こ

と
を
い
う
。

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
佯
狂
し
て
聖
君
を
待
っ
た
人
物
と
し
て
、
酈
食
其
が
挙
げ
ら
れ
る
。

普
段
狂
人
の
ふ
り
を
し
て
、
自
分
の
村
の
近
く
を
「
握
齱
」（
度
量
が
狭
い
）
で
「
大
度
之
言
」

を
受
け
入
れ
る
耳
の
持
た
な
い
将
軍
が
通
る
と
深
く
身
を
隠
し
て
い
た
が
、
沛
公
（
劉
邦
）

が
通
る
と
、
狂
人
と
い
わ
れ
て
い
る
が
狂
人
で
は
な
い
と
触
れ
込
み
、
面
会
し
て
そ
の
説

客
に
な
っ
て
い
る
（『
史
記
』「
酈
食
其
伝
」）。
佯
狂
し
て
暗
君
を
や
り
過
ご
し
、
聖
君
の
前

で
そ
の
力
を
発
揮
し
た
人
物
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

漢
代
ま
で
に
は
、「
佯
狂
」
は
殺
さ
れ
な
い
と
い
う
認
識
の
下
に
そ
の
例
が
見
ら
れ
た

が
、
や
が
て
魏
か
ら
晋
へ
の
政
権
交
代
期
に
、
出
仕
拒
否
の
方
便
と
し
て
「
佯
狂
」
す
る

者
の
増
加
へ
と
繋
が
り
、
凶
暴
化
し
た
「
佯
狂
」
は
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
入
れ

換
わ
る
よ
う
に
し
て
、
阮
籍
の
、
礼
儀
作
法
を
重
ん
じ
な
い
放
蕩
な
様
を
、「
狂
」
で
は

な
く
「
方
外
の
士
」
と
い
う
呼
称
で
憧
憬
す
る
よ
う
に
な
る
、
と
矢
嶋
﹇
二
〇
一
三
﹈
は

指
摘
す
る
。

　

矢
嶋
は
、
当
該
智
蔵
伝
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
評
す
。
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釈
智
蔵
が
「
身
を
全
う
す
る
」
た
め
に
「
被
髪
佯
狂
」
し
、
同
伴
の
僧
侶
は
「
鬼
狂
」

だ
と
思
い
害
さ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
彼
ら
が
「
佯
狂
」
と
い
う
生
き
方
や
「
狂
」

者
は
殺
さ
れ
ず
、
罪
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
観
念
を
中
国
留
学
中
に
学
ん
で
い
た
と
分

か
る
。

　

智
蔵
の
「
陽
狂
」
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、『
世
説
新
語
』
を
踏
ま
え
た
表
現
や
、

智
蔵
自
身
の
詩
か
ら
も
窺
え
る
「
方
外
の
士
」
と
し
て
の
表
現
も
あ
る
一
方
で
、
そ
れ
が

「
身
を
全
う
す
る
た
め
」
の
方
策
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
掲
の

『
続
高
僧
伝
』
に
も
「
佯
狂
」
の
例
が
出
て
く
る
が
、
智
蔵
伝
に
お
い
て
「
陽
狂
」
す
る

の
は
、「
同
伴
僧
等
、
頗
有
忌
害
之
心
。
法
師
察
之
、
計
全
躯
之
方
、
遂
被
髮
陽
狂
」
と

あ
る
よ
う
に
、
同
伴
の
僧
達
が
危
害
を
加
え
よ
う
と
す
る
の
を
察
し
、
そ
の
対
策
と
し
て
、

と
い
う
理
由
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。『
続
高
僧
伝
』
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
智
蔵

を
常
人
離
れ
し
た
「
高
僧
」
と
し
て
描
き
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
こ
こ
の
理
由
づ
け

は
不
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
理
由
自
体
か
ら
は
、
同
じ
「
狂
」
で
あ
っ
て

も
、「
方
外
の
士
」
と
し
て
の
そ
れ
は
強
調
さ
れ
な
い
。
智
蔵
伝
に
お
け
る
「
陽
狂
」
は
、

僧
伝
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
、
史
書
に
お
け
る
「
佯
狂
」
と
そ
の
論
理
を
同
じ
く
し
、
更

に
は
藤
原
万
里
も
使
っ
た
「
方
外
の
士
」
と
し
て
だ
け
で
な
く
、「
世
を
避
け
」「
身
を
全

う
す
る
」
た
め
の
側
面
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。『
楚
辞
』
に
お
い
て
箕
子
が
「
被0

髪0

而
佯
狂

0

0

」
と
、
智
蔵
伝
と
同
じ
表
現
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
る
（『
文
選
』

巻
五
一
の
「
非
有
先
生
論
」
に
も
「
箕
子
被
髪
佯
狂

0

0

0

0

」
と
あ
る
）。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
世
を
避
け
」「
身
を
全
う
す
る
」
た
め
の
「
陽
狂
」
に
は
、
一
つ

の
問
題
点
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

3
　
有
間
皇
子
の
「
陽
狂
」

　

智
蔵
に
隠
逸
の
志
向
が
認
め
ら
れ
、
智
蔵
伝
に
お
け
る
「
陽
狂
」
も
そ
れ
に
絡
め
た
表

現
で
あ
る
と
の
論
を
見
て
き
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
智
蔵
伝
の
「
陽
狂
」
は
「
身
を
全
う

す
る
」
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
田
云
明
は
、
智
蔵
の
「
陽
狂
」

は
「
濁
世
を
避
け
」「
身
を
全
う
」
す
る
た
め
の
箕
子
の
「
佯
狂
」
と
同
様
に
身
を
保
全

す
る
方
法
で
あ
り
、「
忌
害
之
心
」
を
持
つ
俗
僧
に
対
す
る
反
俗
的
行
為
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
陽
狂
」
の
語
は
、
隠
者
・
脱
俗
・
高
僧
と
い
っ
た
背
景
を
以
て
語
る

に
相
応
し
い
語
で
あ
る
と
い
え
る
が
、「
危
険
か
ら
身
を
守
る
」
た
め
の
語
と
い
う
側
面

に
は
、
あ
る
問
題
が
孕
む
。

　

日
本
上
代
に
お
い
て
、「
陽
狂
」
の
語
は
ほ
か
に
、『
日
本
書
紀
』
の
中
で
、
有
間
皇
子

を
表
す
も
の
と
し
て
、
斉
明
三
年
九
月
条
の
用
例
を
見
出
せ
る
。

九
月
。
有
間
皇
子
性
黠
。
陽
狂

0

0

、
云
々
。
徃
牟
婁
温
湯
、
偽
療
病
。
来
、
讃
国
体
勢

曰
。
纔
観
彼
地
。
病
自
蠲
消
、
云
云
。
天
皇
聞
悦
、
思
欲
徃
観
。

九
月
に
、
有
間
皇
子
性
黠
く
し
て
陽
狂
す
、
云
々
。
牟
婁
温
湯
に
徃
き
、
病

を
療
む
る
偽
し
て
来
、
国
の
体
勢
を
讃
め
て
曰
く
、「
纔
彼
の
地
を
観
る
の

み
に
、
病
自
づ
か
ら
に
蠲
消
り
ぬ
と
云
云
い
ふ
。
天
皇
聞
し
め
し
て
悦
び
た

ま
ひ
、
徃
し
ま
し
て
観
さ
む
と
思
欲
す
。

こ
の
語
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
池
原
陽
斉
﹇
二
〇
〇
四
﹈
の
論
が
あ
る
。『
万

葉
集
』
巻
二
に
お
け
る
有
間
皇
子
自
傷
歌
、
及
び
続
く
有
間
皇
子
を
追
悼
す
る
歌
に
つ
い

て
、
謀
叛
人
に
同
情
す
る
か
の
よ
う
な
歌
を
な
ぜ
『
万
葉
集
』（
そ
れ
も
巻
二
挽
歌
の
冒
頭
）

に
載
せ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
歌
を
な
ぜ
他
の
歌
人
が
詠
め
た
の
か
、
と
い
う

問
題
意
識
の
下
に
、『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
検
討
し
て
い
る
。
特
に
、
斉
明
三
年
九
月

条
に
現
れ
る
「
性
黠
」「
陽
狂
」
の
語
が
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
点
を

中
心
に
し
て
い
る
。

　
「
黠
」
に
は
、「
賢
い
」
と
「
悪
賢
い
」
の
両
方
の
使
わ
れ
方
が
あ
り
、
事
実
「
悪
賢
い
」

と
採
る
新
編
全
集
と
、
必
ず
し
も
悪
賢
い
の
意
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
注
意
す
る
古
典
大

系
と
、
注
釈
で
も
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
池
原
は
、『
日
本
書
紀
』
中

の
「
黠
」
の
も
う
一
つ
の
例
で
あ
る
神
武
即
位
前
紀
に
お
い
て
、
神
武
天
皇
の
賊
で
あ
る

兄
磯
城
の
性
格
を
表
す
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
点
は
明
ら
か
に
「
悪
賢
い
」
で
あ
り
、「
用

例
が
二
例
し
か
な
い
た
め
確
か
な
こ
と
は
言
い
に
く
い
の
で
あ
る
が
」
と
し
な
が
ら
、「
確

実
に
意
味
の
取
れ
る
用
例
が
『
悪
賢
い
』
の
意
味
で
あ
る
以
上
、
も
う
一
例
も
そ
れ
に

従
っ
て
大
過
な
さ
そ
う
で
あ
る
」
と
す
る
。
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一
方
、「
陽
狂
」
に
つ
い
て
は
、
用
例
の
点
か
ら
は
『
懐
風
藻
』
智
蔵
伝
の
例
、
ま
た

漢
籍
（
特
に
『
史
記
』
や
『
漢
書
』
な
ど
の
史
書
）
の
例
か
ら
、「
災
い
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
、

や
む
を
得
ず
に
、
狂
っ
た
振
る
舞
い
を
す
る
」
と
い
う
意
味
を
指
摘
す
る
。
ま
た
中
西
進

﹇
一
九
七
七
﹈
は
、
有
間
皇
子
の
陽
狂
に
つ
い
て
、
奈
良
朝
に
お
い
て
、
仏
門
に
帰
依
し

た
り
読
書
三
昧
に
ふ
け
っ
た
り
と
い
っ
た
藤
原
八
束
や
光
仁
天
皇
の
例
を
引
き
合
い
に
出

し
、「
け
っ
し
て
性
黠
き
偽
の
行
為
者
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な

い
悲
劇
的
な
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
か
つ
優
れ
た
人
々
が
彼
ら
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い

る
。
池
原
は
こ
の
中
西
の
論
を
引
い
た
上
で
、
し
か
し
『
日
本
書
紀
』
は
有
間
皇
子
が
「
性

黠
」
く
し
て
「
陽
狂
」
し
た
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
、
光
仁
天
皇
や
藤
原
八
束
ら
は
「
陽

狂
」
し
て
称
徳
天
皇
や
恵
美
押
勝
な
ど
の
権
力
者
か
ら
の
圧
迫
か
ら
身
を
守
っ
た
上
で
即

位
し
ま
た
は
栄
進
を
遂
げ
た
の
で
あ
り
、
謀
叛
を
起
こ
し
刑
死
し
た
有
間
皇
子
と
は
同
様

に
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
し
て
、「
性
黠
く
し
て
陽
狂
す
」
は
有
間
皇
子
に
対
す
る

酷
評
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。

　

土
佐
朋
子
﹇
二
〇
二
三
﹈
も
、「
黠
」
に
「
悪
」
と
「
慧
」
の
両
義
性
を
確
認
し
た
上
で
、

「
陽
狂
」
の
、
賢
者
が
生
き
延
び
る
た
め
の
策
で
あ
る
点
と
、
そ
の
た
め
の
嘘
を
つ
い
て

逃
亡
す
る
点
と
の
両
義
性
を
表
す
も
の
と
指
摘
す
る
。
更
に
、「
陽
狂
」
が
「
濁
世
」
を

避
け
て
生
き
延
び
る
行
動
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
、『
日
本
書
紀
』
が
、
斉
明
天
皇
が
王
と

し
て
の
資
質
に
欠
け
る
凡
庸
な
天
皇
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

斉
明
四
年
十
一
月
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

十
一
月
庚
辰
朔
壬
午
、
留
守
官
蘇
我
赤
兄
臣
、
語
有
間
皇
子
曰
、
天
皇
所
治
政
事
、

有
三
失
矣
。
大
起
倉
庫
、
積
聚
民
財
、
一
也
。
長
穿
渠
水
、
損
費
公
糧
、
二
也
。
於

舟
載
石
、
運
積
為
丘
、
三
也
。
有
間
皇
子
、
乃
知
赤
兄
之
善
己
、
而
欣
然
報
答
之
曰
、

吾
年
始
可
用
兵
時
矣
。

十
一
月
の
庚
辰
の
朔
壬
午
に
、
留
守
官
蘇
我
赤
兄
臣
、
有
間
皇
子
に
語
り
て

曰
は
く
、「
天
皇
の
治
ら
す
政
事
、三
つ
の
失
有
り
。大
き
に
倉
庫
を
起
て
て
、

民
財
を
積
み
聚
む
る
こ
と
、
一
つ
。
長
く
渠
水
を
穿
り
て
、
公
糧
を
損
費
、

二
つ
。
舟
に
石
を
載
み
て
、
運
び
積
み
て
丘
に
す
る
こ
と
、
三
つ
」
と
い
ふ
。

有
間
皇
子
、
乃
ち
赤
兄
が
己
に
善
し
き
こ
と
を
知
り
て
、
欣
然
び
て
報
答
て

曰
は
く
、「
吾
が
年
始
め
て
兵
を
用
ゐ
る
べ
き
時
な
り
」
と
い
ふ
。

蘇
我
赤
兄
が
有
間
皇
子
に
近
づ
き
、
皇
子
が
赤
兄
を
味
方
と
思
い
、
挙
兵
の
意
を
明
ら
か

に
す
る
と
い
う
場
面
だ
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
「
天
皇
の
政
治
に
三
つ
の
失
が
あ
る
」
と

い
う
発
言
で
あ
る
。
こ
の
発
言
を
実
際
に
行
っ
た
の
は
赤
兄
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
聞
い
て

有
間
皇
子
が
赤
兄
に
本
心
を
告
げ
た
の
だ
か
ら
、「
天
皇
の
政
治
に
失
が
あ
る
」
と
の
認

識
は
、
皇
子
も
持
っ
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
。
そ
の
皇
子
が
、
時
系
列
は
前
後
す
る

が
「
陽
狂
」
し
て
中
央
を
離
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
「
濁
世
」
に
お
い
て
身
を
守
る
行
動
だ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

　
『
日
本
書
紀
』
が
正
史
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
も
、
有
間
皇
子
の
「
性
黠
」
は
「
悪
賢

い
行
動
」
と
し
て
取
る
べ
き
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
一
方
有
間
皇
子
の
視
点
に
立
て
ば
、

皇
位
継
承
に
関
連
し
て
身
の
危
険
の
あ
る
人
物
が
、「
陽
狂
」
し
て
身
を
守
ろ
う
と
し
た

話
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
天
皇
の
「
三
失
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
り
、
土
佐
の
指
摘
す
る

よ
う
に
、
有
間
皇
子
の
言
葉
を
鵜
飲
み
に
し
、
そ
の
真
意
を
量
ろ
う
と
し
な
い
「
凡
庸
な

天
皇
」
と
の
捉
え
方
も
で
き
よ
う
。「
賢
明
な
」
有
間
皇
子
は
、
皇
位
継
承
を
巡
る
自
ら

の
立
場
の
危
険
性
を
認
知
し
、「
陽
狂
」
し
て
難
を
逃
れ
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
解
釈
自

体
は
成
り
立
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
例
は
、
珍
し
い
も
の
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
正
史
の
『
日
本
書

紀
』
に
お
い
て
、
謀
叛
人
で
あ
る
有
間
皇
子
に
対
す
る
「
性
黠
」
は
「
悪
賢
い
」
と
す
る

方
が
自
然
と
思
わ
れ
る
し
、「
陽
狂
」
が
「
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
悲
劇
的
な
状
況
の
中

に
あ
っ
て
、
か
つ
優
れ
た
人
々
が
彼
ら
で
あ
っ
た
」
と
す
る
の
は
、
謀
叛
人
の
表
現
と
し

て
は
不
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
性
黠
」
や
「
陽
狂
」
の
語
か
ら
は
、

（
現
に
こ
の
語
の
解
釈
を
巡
っ
て
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
）「
賢
明
」
で
「
悲
劇
的
な
状
況

に
あ
る
優
れ
た
人
」
と
い
っ
た
印
象
が
、
確
か
に
現
れ
て
い
る
。
正
史
に
お
い
て
謀
叛
人

有
間
皇
子
に
対
し
て
「
性
黠
」「
陽
狂
」
と
い
っ
た
語
を
使
い
、
ま
た
天
皇
の
資
質
の
欠

点
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
、
か
な
り
微
妙
な
点
に
踏
み
込
ん
だ
表
現
で
あ
る
と
も
い
え
よ

う
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
身
を
全
う
す
る
」
た
め
の
「
陽
狂
」
と
は
、
当
然
の
帰
結
と
し
て
、「
そ

う
せ
ざ
る
を
得
な
い
悲
劇
的
な
状
況
」
を
そ
の
前
提
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
謀
叛
人
に
対



『
懐
風
藻
』
智
蔵
伝
の
「
陽
狂
」

（31）376

し
て
使
え
ば
、
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
「
優
れ
た
人
物
が
陽
狂
し
て
ま
で
身
を
守
ら
ね
ば

な
ら
な
い
濁
世
で
あ
る
」
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
易
姓
革
命
の
思
想
を

持
つ
中
国
と
、
天
皇
に
よ
っ
て
皇
位
が
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
日
本
で
は
、
こ
の
言
葉
に
関
す

る
事
情
が
異
な
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
語
は
日
本
上
代
に
お
い
て
使
用
例
自
体
は
そ
れ
ほ

ど
多
く
は
な
い
が
、
そ
も
そ
も
正
史
で
こ
の
語
を
使
う
に
は
危
険
性
が
伴
う
と
い
っ
た
事

情
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　

そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
智
蔵
伝
の
「
陽
狂
」
は
、
智
蔵
が
「
陽
狂
」
し
た
の
は
、
彼

の
「
学
業
穎
秀
」
ぶ
り
に
対
し
て
同
伴
の
僧
達
が
「
忌
害
之
心
」
を
持
っ
た
か
ら
と
い
う

点
で
、
上
記
の
よ
う
な
天
皇
批
判
か
ら
は
無
縁
な
表
現
舞
台
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、

智
蔵
が
「
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
悲
劇
的
な
状
況
」
に
至
っ
た
の
は
、
同
伴
の
僧
達
に
よ

る
も
の
で
あ
り
、「
三
失
」
を
持
っ
た
天
皇
の
「
濁
世
」
な
ど
を
持
ち
出
す
余
地
も
必
要

も
な
い
の
で
あ
る
。そ
し
て
こ
こ
で
は
、「
陽
狂
」
に
追
い
込
ま
れ
た
智
蔵
が
「
優
れ
た
人
」

で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の
「
陽
狂
」
は
、
む
し

ろ
王
権
に
対
し
て
も
積
極
的
に
使
え
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
う
し
て

「
身
を
全
う
す
る
」
と
い
う
漢
代
と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
た
「
陽
狂
」
は
、「
方
外
の
士
」

や
隠
逸
と
い
っ
た
意
味
も
兼
ね
合
い
な
が
ら
、
そ
の
伝
の
最
後
に
再
び
漢
代
の
使
用
と
重

ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
箕
子
が
周
代
に
至
っ
て
武
王
に
見
出
さ
れ
た
よ
う
に
、

智
蔵
は
無
事
日
本
に
到
着
し
た
あ
と
、「
帝
嘉
之
」
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
身
の
危
険

を
守
る
た
め
の
方
策
と
し
て
「
陽
狂
」
し
、
そ
の
顛
末
と
し
て
無
事
天
皇
に
認
め
ら
れ
る

と
い
う
、「
陽
狂
」
の
一
つ
の
大
団
円
に
収
ま
る
話
と
し
て
、
智
蔵
伝
は
成
立
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
「
帝
」
の
存
在
が
不
可
欠
と
な
る
が
、
こ
こ
に
智
蔵
伝
の
別
の
問
題
点

が
浮
か
ぶ
こ
と
と
な
る
。

4
　「
太
后
天
皇
」
と
は
誰
か

　

智
蔵
伝
に
お
け
る
問
題
点
の
一
つ
に
、
智
蔵
の
留
学
期
間
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

「
淡
海
帝
世
」
天
智
天
皇
代
か
ら
留
学
し
、「
六
七
年
」
の
留
学
を
経
て
、「
太
后
天
皇
世
」

に
帰
朝
す
る
、
こ
の
三
か
所
の
整
合
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

天
智
朝
に
お
け
る
大
陸
と
の
往
来
は
、
特
に
直
接
唐
に
行
く
も
の
に
限
る
と
、
天
智
四

年
（
六
六
五
）
十
二
月
の
唐
使
の
帰
国
と
、
天
智
八
年
（
六
六
九
）
十
一
月
の
遣
唐
使
と
が

あ
る
。

　

一
方
、
智
蔵
の
帰
朝
に
つ
い
て
の
「
太
后
天
皇
世
」
で
あ
る
が
、
諸
注
こ
れ
を
持
統
天

皇
の
こ
と
と
す
る
。
持
統
は
太
后
で
も
あ
り
且
つ
天
皇
に
も
な
っ
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の

呼
称
に
違
和
感
は
な
い
。
し
か
し
、
天
智
天
皇
代
に
留
学
に
出
た
智
蔵
が
持
統
朝
（
六
九

〇
年
即
位
）
に
帰
っ
た
と
す
る
と
、
天
智
朝
末
期
の
天
智
八
年
の
渡
唐
と
考
え
て
も
、
そ

の
在
唐
期
間
は
「
六
七
年
」
で
は
収
ま
ら
な
い
。
ま
た
、
智
蔵
は
帰
朝
後
に
僧
正
に
任
ぜ

ら
れ
る
が
、『
僧
綱
補
任
』
や
『
扶
桑
略
記
』
に
は
そ
れ
を
天
武
二
年
（
六
七
三
）
三
月
の

こ
と
と
し
て
お
り
、
持
統
朝
の
帰
国
と
考
え
る
と
、
僧
正
補
任
が
帰
国
よ
り
先
に
な
っ
て

し
ま
い
、
こ
こ
に
も
喰
い
違
い
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

智
蔵
の
留
学
期
間
に
つ
い
て
は
、「
太
后
天
皇
」
が
誰
を
指
す
か
に
つ
い
て
が
最
も
大

き
な
問
題
点
で
、
諸
注
が
支
持
す
る
持
統
天
皇
説
の
ほ
か
に
、
天
智
天
皇
の
皇
后
で
あ
る

倭
姫
皇
后
説
、
及
び
則
天
武
后
説
を
挙
げ
る
研
究
も
あ
る
。

　

倭
姫
皇
后
説
は
喜
田
貞
吉
﹇
一
九
二
二
﹈、
井
上
光
貞
﹇
一
九
八
六
﹈
ら
の
提
唱
す
る

説
で
、
天
智
崩
御
後
、
皇
后
に
よ
る
称
制
期
間
が
あ
っ
た
と
す
る
も
の
。
天
智
天
皇
崩
御

の
六
七
一
年
は
、
天
智
四
年
（
六
六
五
）
の
唐
使
の
帰
国
に
随
行
し
て
渡
唐
し
た
も
の
と

考
え
れ
ば
ち
ょ
う
ど
「
六
七
年
」
と
な
る
。
ま
た
、
そ
の
後
に
天
武
二
年
に
僧
正
に
任
ぜ

ら
れ
た
と
い
う
の
も
適
当
な
時
期
と
い
え
る
。『
日
本
書
紀
』
に
は
、
天
智
一
〇
年
（
六

七
一
）
十
一
月
、
対
馬
に
唐
か
ら
総
勢
二
千
人
の
使
団
が
到
着
し
た
と
の
報
告
が
載
せ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
智
蔵
が
随
行
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
帰
国
時
は
、
翌
月
天
智
が

崩
御
し
、
中
央
は
壬
申
の
乱
へ
と
向
か
う
時
勢
で
あ
り
、
倭
姫
皇
后
の
称
制
を
認
め
る
と

す
る
な
ら
ば
、
時
期
は
ま
さ
に
天
智
で
も
天
武
で
も
な
く
倭
姫
皇
后
「
太
后
天
皇
世
」
が

適
当
と
い
え
る
。

　

横
田
健
一
﹇
一
九
七
三
﹈
は
「
太
后
天
皇
」
を
則
天
武
后
と
捉
え
る
が
、
そ
れ
は
『
僧

綱
補
任
』
や
『
扶
桑
略
記
』
の
、
智
蔵
が
僧
正
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
が
天
武
二
年
と
あ
る
こ

と
と
の
整
合
性
を
考
え
て
い
る
。
即
ち
、
こ
れ
ら
に
天
武
二
年
と
あ
る
は
天
武
十
二
年
の

間
違
い
で
（『
日
本
書
紀
』
天
武
十
二
年
に
僧
正
を
任
ず
る
記
事
が
あ
る
）、
天
武
十
二
年
の
翌
年

に
則
天
武
后
が
即
位
す
る
の
を
『
懐
風
藻
』
編
者
が
誤
っ
て
こ
の
年
に
し
た
も
の
と
す
る
。

ま
た
渡
唐
時
期
に
つ
い
て
は
、
天
智
一
〇
年
（
六
七
一
）
来
日
し
た
唐
使
の
帰
朝
に
随
行
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し
た
も
の
と
し
て
、「
六
七
年
」
よ
り
長
く
十
年
ほ
ど
在
唐
し
た
と
す
る
。
た
だ
こ
の
説

は
、『
僧
綱
補
任
』
も
『
扶
桑
略
記
』
も
誤
記
し
て
お
り
、『
懐
風
藻
』
編
者
に
よ
る
伝
記

も
「
杜
撰
」
で
あ
る
と
し
、
し
か
も
そ
の
結
果
が
、
天
智
朝
の
渡
唐
か
も
怪
し
く
、「
六

七
年
」
の
在
唐
で
も
な
く
、
か
な
り
無
理
が
多
い
と
い
え
る
。

　

天
智
朝
に
渡
唐
し
、「
六
七
年
」
在
唐
し
、「
太
后
天
皇
世
」
に
帰
朝
し
、
翌
年
天
武
二

年
に
僧
正
に
任
ぜ
ら
れ
る
智
蔵
伝
の
流
れ
を
矛
盾
な
く
成
立
さ
せ
る
の
は
唯
一
倭
姫
皇
后

説
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
一
番
の
問
題
点
は
、
そ
の
「
太
后
天
皇
世
」
の
表
記
を

倭
姫
皇
后
称
制
と
読
む
こ
と
の
妥
当
性
で
あ
る
。
智
蔵
伝
を
論
ず
る
中
で
そ
の
点
を
最
も

説
得
力
を
も
っ
て
著
述
し
て
い
る
の
は
、
胡
志
昂
﹇
二
〇
一
六
﹈
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る

の
は
、『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
、
天
智
一
〇
年
十
月
条
の
次
の
部
分
、

庚
辰
。
天
皇
疾
病
弥
留
。
勅
喚
東
宮
、
引
入
臥
内
。
詔
曰
。
朕
疾
甚
。
以
後
事
属
汝
。

云
々
。
於
是
再
拝
称
疾
固
辞
不
受
曰
。
請
奉
洪
業

0

0

0

、
付
属
大
后

0

0

0

0

。
令
大
友
王
、
奉
宣

諸
政
。
臣
請
願
、
奉
為
天
皇
出
家
修
道
。
天
皇
許
焉
。

庚
辰
に
、
天
皇
、
疾
病
弥|

留
し
。
勅
し
て
東
宮
を
喚
し
、
臥
内
に
引
入
れ
、

詔
し
て
曰
は
く
、「
朕
疾
甚
し
。
後
事
を
以
ち
て
汝
に
属
く
」
と
、
云
々
の

た
ま
ふ
。
是
に
、
再
拝
み
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
疾
を
称
し
て
固
辞
び
ま

を
し
、
受
け
ず
し
て
曰
し
た
ま
は
く
、「
請
は
く
は
、
洪
業
を
奉
げ
て
、
大

后
に
付
属
け
ま
つ
り
、
大
友
王
を
し
て
諸
政
を
奉
宣
は
し
め
む
こ
と
を
。
臣

請
願
は
く
は
、
天
皇
の
奉
為
に
、
出
家
し
て
修
道
せ
む
」
と
ま
を
し
た
ま
ふ
。

天
皇
許
し
た
ま
ふ
。

及
び
天
武
即
位
前
紀
の
次
の
部
分
で
あ
る
。

四
年
冬
十
月
庚
辰
。
天
皇
臥
病
、
以
痛
之
甚
矣
。
於
是
。
遣
蘇
賀
臣
安
麻
侶
。
召
東

宮
引
入
大
殿
。
時
安
摩
侶
素
東
宮
所
好
。
密
顧
東
宮
曰
。
有
意
而
言
矣
。
東
宮
於
茲

疑
有
隠
謀
而
慎
之
。
天
皇
勅
東
宮
、
授
鴻
業
。
乃
辞
譲
之
曰
。
臣
之
不
幸
。
元
有
多

病
。
何
能
保
社
稷
。
願
陛
下
挙
天
下
附
皇
后

0

0

0

0

0

0

。
仍
立
大
友
皇
子
。
宜
為
儲
君
。
臣
今

日
出
家
。
為
陛
下
欲
修
功
徳
。
天
皇
聴
之
。

四
年
の
冬
十
月
の
庚
辰
に
、
天
皇
臥
病
し
た
ま
ひ
て
、
痛
み
た
ま
ふ
こ
と
甚

し
。
是
に
、
蘇
賀
臣
安
麻
侶
を
遣
は
し
て
、
東
宮
を
召
し
て
大
殿
に
引
入
れ

ま
つ
る
。
時
に
安
摩
侶
素
よ
り
東
宮
の
好
し
た
ま
ふ
所
な
り
。
密
か
に
東
宮

を
顧
み
た
て
ま
つ
り
て
曰
さ
く
、
有
意
ひ
て
言
へ
」
と
ま
を
す
。
東
宮
茲
に

隠
謀
有
ら
む
を
疑
ひ
て
慎
み
た
ま
ふ
。
天
皇
東
宮
に
勅
し
て
、
鴻
業
を
授
け

む
と
の
り
た
ま
ふ
。
乃
ち
辞
譲
び
て
曰
は
く
、「
臣
が
不
幸
き
、
元
よ
り
多

の
病
有
り
。
何
ぞ
能
く
社
稷
を
保
た
む
。
願
は
く
は
陛
下
天
下
を
挙
げ
て
皇

后
に
附
せ
た
ま
は
む
こ
と
を
。
仍
り
て
、
大
友
皇
子
を
立
て
て
儲
君
と
し
た

ま
へ
。
臣
今
日
出
家
し
て
、
陛
下
の
為
に
功
徳
を
修
め
む
」
と
ま
を
し
た
ま

ふ
。
天
皇
聴
し
た
ま
ふ
。

天
智
紀
一
〇
年
十
月
条
、
ま
た
天
武
即
位
前
紀
に
、
天
皇
が
東
宮
大
海
人
皇
子
を
呼
ん
で

政
権
を
委
ね
よ
う
と
し
、
東
宮
は
辞
退
し
て
天
下
を
倭
姫
皇
后
に
託
し
て
、
大
友
皇
子
に

政
治
を
任
せ
る
よ
う
請
願
し
た
と
あ
る
点
に
つ
い
て
、
胡
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
（
傍
点

石
丸
）。な

ら
ば
倭
姫
太
后
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
称
制
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
海
人
皇
子

は
後
に
天
武
天
皇
に
即
位
さ
れ
た
か
ら
、
天
子
の
言
葉
に
虚
言
が
あ
り
え
な
い
と
い

う
の
は
史
家
の
原
則
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
壬
申
の
乱
の
年
（
六
七
二
）、
僅
か
一
年
で

は
あ
る
が
、「
太
后
天
皇
の
世
」
が
な
か
っ
た
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

後
に
天
武
天
皇
に
な
る
大
海
人
皇
子
が
、
倭
姫
皇
后
称
制
の
下
、
大
友
皇
子
に
政
治
を
任

せ
る
よ
う
発
言
し
た
か
ら
に
は
、
実
際
に
そ
の
期
間
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う

の
が
「
史
家
の
原
則
」
と
し
て
、
胡
は
『
懐
風
藻
』
に
お
け
る
史
家
の
観
点
に
触
れ
る
。

『
懐
風
藻
』
第
一
篇
の
大
友
皇
子
の
伝
で
は
、『
日
本
書
紀
』
に
立
太
子
の
記
事
が
な
い
に

も
拘
わ
ら
ず
大
友
皇
子
を
「
淡
海
朝
皇
太
子
」
と
す
る
点
か
ら
も
、
倭
姫
称
制
は
、『
懐

風
藻
』
略
伝
に
お
け
る
史
家
の
原
則
と
史
料
上
の
整
合
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
で
は
天
智
朝
か
ら
天
武
朝
へ
と
そ
の
皇
位
を
繋
げ
る
た
め
に
、
大
海
人

皇
子
が
皇
太
子
・
皇
太
弟
と
表
現
さ
れ
、
対
す
る
大
友
皇
子
の
立
太
子
、
及
び
そ
れ
に
繋
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が
る
倭
姫
皇
后
の
称
制
の
事
実
は
見
え
な
い
。
一
方
、『
懐
風
藻
』
は
大
友
皇
子
伝
に
お

い
て
、
皇
子
が
皇
太
子
に
な
っ
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
を
採
る
『
懐
風
藻
』
に
お

い
て
は
、
天
武
朝
へ
の
流
れ
と
は
別
に
、
天
智
か
ら
大
友
へ
の
皇
位
の
流
れ
を
見
て
い
よ

う
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
天
智
の
即
位
前
の
斉
明
天
皇
と
の
関
係
の
如
く
、
大
友
皇
子
の

「
皇
太
子
」
と
同
時
に
、
そ
の
移
行
期
間
に
あ
っ
て
、
倭
姫
皇
后
の
称
制
が
あ
っ
た
と
す

る
も
の
で
、
そ
の
た
め
の
「
太
后
天
皇
」
の
表
現
が
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
充
分
に

考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
こ
ま
で
は
倭
姫
称
制
を
認
め
得
る
か
の
点
で
論
じ
て
き
た
が
、
そ
の
よ
う
な
期
間
が

あ
っ
た
と
し
て
、
次
な
る
問
題
は
智
蔵
伝
に
お
け
る
「
太
后
天
皇

0

0

」
の
表
記
で
あ
る
。

　

仁
藤
敦
史
﹇
二
〇
一
二
﹈
は
、「
大
后
」
に
よ
る
「
大
王
代
行
」
を
想
定
す
る
。
孝
徳
「
皇

后
」
の
間
人
は
、
実
子
が
即
位
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
「
皇
太
后
」
に
は
な
っ
て
い
な

い
が
、『
日
本
書
紀
』
中
に
「
大
后
」
と
し
て
表
記
さ
れ
る
。
そ
れ
は
斉
明
死
後
の
こ
と

で
あ
る
。

「
大
后
」
た
る
皇
極
（
斉
明
）
の
存
在
に
よ
り
、
間
人
は
孝
徳
・
斉
明
朝
で
は
キ
サ

キ
の
一
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
斉
明
の
没
後
に
生
母
で
な
い
元
キ
サ
キ
と
し
て
王

族
内
部
の
女
性
尊
属
と
な
り
「
大
后
」（
天
智
の
擬
制
的
母
）
に
位
置
付
け
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。（
中
略
）『
日
本
書
紀
』
の
「
皇
太
子
謂
」「
天
皇
」「
勅
」
な
ど
の

用
例
を
重
視
す
れ
ば
、
称
制
時
の
中
大
兄
は
「
天
皇
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
と
な
り
、
形
式
的
に
は
「
大
后
」
間
人
に
よ
る
大
王
代
行
が
想
定
さ
れ
る
。

天
智
の
即
位
は
大
后
間
人
の
死
去
後
で
あ
り
、
両
者
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
。

実
子
の
即
位
の
有
無
で
は
な
く
女
性
尊
属
と
し
て
「
大
后
」
と
な
り
、
ま
た
皇
太
子
中
大

兄
の
称
制
に
対
す
る
「
大
王
代
行
」
を
行
っ
た
形
を
見
る
。
そ
れ
は
、
倭
姫
皇
后
も
同
様

で
あ
る
と
す
る
。

一
方
、
天
智
「
皇
后
」
の
倭
姫
は
、
お
そ
ら
く
「
大
后
」
間
人
の
死
後
に
「
大
后
」

と
し
て
の
地
位
を
継
承
し
、
大
友
に
対
す
る
擬
制
的
母
と
し
て
「
請w

洪
業a

付w

属

大
后q

」
や
「
挙w

天
下q

附w

白
皇
后q

」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
武
に
よ
る
称
制
ま
た

は
即
位
要
請
を
う
け
る
こ
と
と
な
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

即
ち
、
天
智
の
称
制
期
間
の
如
く
、
大
友
の
称
制
時
に
形
式
上
倭
姫
が
「
大
王
代
行
」
を

行
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

山
崎
か
お
り
﹇
二
〇
一
三
﹈
も
、『
日
本
書
紀
』
に
現
れ
る
大
后
は
息
長
足
姫
、
間
人

皇
女
、
倭
姫
王
の
三
人
で
、
い
ず
れ
も
天
皇
に
準
じ
る
立
場
に
あ
っ
た
、
も
し
く
は
そ
の

可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
え
る
人
物
で
あ
り
、
漢
籍
に
お
け
る
「
太
后
」
と
同
じ
く
、
帝
と

同
格
の
権
威
を
持
つ
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
す
る
。

　

智
蔵
伝
に
お
け
る
表
記
は
、『
日
本
書
紀
』
に
見
ら
れ
る
そ
の
よ
う
な
用
法
に
通
じ
る

「
天
皇
」
と
し
て
の
「
太
后
」
の
姿
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

智
蔵
が
天
智
四
年
（
六
六
五
）
の
唐
使
の
帰
国
に
随
行
し
て
渡
唐
し
、「
六
七
年
」
の
後
、

天
智
一
〇
年
（
六
七
一
）
十
一
月
に
は
対
馬
に
到
着
し
た
と
い
う
説
を
考
え
る
と
、
彼
が

都
に
着
い
た
の
は
い
つ
頃
で
あ
ろ
う
か
。『
日
本
書
紀
』
舒
明
天
皇
四
年
（
六
三
二
）
八
月

条
に
は
、
高
表
仁
達
の
唐
使
が
対
馬
に
着
い
た
と
あ
り
、
こ
れ
は
同
年
十
月
四
日
に
難
波

津
に
着
い
て
い
る
。
こ
の
間
、
閏
八
月
を
入
れ
て
二
、
三
か
月
を
要
し
て
い
る
。
ま
た
種

子
島
の
例
で
は
あ
る
が
、『
続
日
本
紀
』
天
平
六
年
（
七
三
四
）
十
一
月
条
に
は
、
二
十
日

に
多
治
比
広
成
ら
が
種
子
島
に
着
い
た
と
あ
り
、
こ
れ
は
翌
三
月
十
日
に
都
に
着
い
て
い

る
。
こ
れ
も
三
か
月
半
か
か
っ
て
い
る
点
か
ら
見
て
も
、
三
か
月
前
後
で
対
馬
か
ら
都
に

至
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
る
と
、
智
蔵
に
お
い
て
も
六
七
二
年
の
三
月
頃
の
帰
京
と
見

ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
天
智
天
皇
が
前
年
十
二
月
に
崩
御
し
た
あ
と
、
六
月
の
天
武
の
吉
野

出
立
前
に
当
た
る
期
間
で
、
ま
さ
し
く
大
友
皇
子
・
倭
姫
皇
后
の
政
権
時
代
と
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
し
智
蔵
が
同
行
し
た
の
は
、
道
久
・
筑
紫
薩
摩
野
ら
の
留
学
僧
で
あ
り
、
彼
ら

は
唐
使
の
来
日
を
告
げ
る
た
め
の
先
発
隊
で
あ
る
た
め
、
そ
の
入
京
は
急
が
れ
た
可
能
性

も
あ
る
。
し
か
し
、
何
れ
に
せ
よ
翌
月
十
二
月
に
は
天
智
は
崩
御
し
て
い
る
の
で
、
智
蔵

の
入
京
時
に
は
大
友
皇
子
・
倭
姫
皇
后
の
政
権
時
代
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
「
太
后
天
皇
世
、
師
向
本
朝
。」
は
、
時
系
列
的
に
正
確
に
取
ろ
う
と
す
れ
ば
、
唐
出
立

時
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
表
現
と
し
て
読
み
取
れ
、
そ
の
場
合
は
天
智
存
命
中
の
こ
と
と

な
る
。
ま
た
、「
拝
僧
正
」
し
た
帝
も
、
天
武
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
智
蔵
伝
に
お
け
る
こ
の
一
連
の
話
で
最
も
重
要
な
の
は
、
智
蔵
が
「
試
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業
」
に
よ
っ
て
帝
に
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
時
点
を
中
心
に
し
て
「
師

向
本
朝
」
か
ら
「
拝
僧
正
」
ま
で
が
書
か
れ
て
い
よ
う
。
そ
の
時
点
と
は
、
前
述
の
よ
う

に
倭
姫
皇
后
が
「
大
王
代
行
」
を
行
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
大
友
皇
子
を

「
天
皇
」
と
表
記
す
る
こ
と
に
は
当
然
問
題
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下

で
、
智
蔵
に
「
嘉
之
」
す
る
主
体
と
な
る
「
帝
」
を
明
記
す
る
に
は
、「
太
后
天
皇
」
が

相
応
し
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に
─
─
智
蔵
伝
に
お
け
る
「
陽
狂
」
の
役
割
─
─

　

こ
れ
ま
で
、
智
蔵
の
「
陽
狂
」
の
語
を
中
心
に
見
て
き
た
。
智
蔵
が
「
被
髪
陽
狂
、
奔

蕩
道
路
」
し
た
と
い
う
表
現
は
、
高
僧
伝
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
高
僧
の
霊
異
を

表
す
ば
か
り
の
使
用
法
と
は
異
な
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
後
の
「
開
襟
対
風
曰
、
我
亦
曝
涼

経
典
之
奥
義
」
の
く
だ
り
や
、
彼
自
身
の
詩
作
に
よ
っ
て
も
、
六
朝
期
に
見
ら
れ
る
「
狂

士
」「
方
外
の
士
」
と
し
て
の
表
現
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
「
狂
士
」

は
、
藤
原
万
里
も
自
身
を
そ
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
し
、「
方
外
の
士
」
と
し
て
は
同

じ
沙
門
の
釈
道
慈
に
も
、
そ
の
自
認
が
見
て
取
れ
る
。

　

一
方
、
こ
の
「
陽
狂
」
は
、
更
に
遡
っ
て
漢
代
頃
の
使
用
例
を
見
る
と
、「
濁
世
」
に

あ
る
人
物
が
「
世
を
避
け
」「
身
を
全
う
す
る
」
た
め
の
方
策
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

智
蔵
も
、
同
伴
の
僧
達
か
ら
の
「
忌
害
之
心
」
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
「
陽
狂
」
し
た
こ
と

が
伝
中
に
明
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
使
用
法
に
も
通
じ
て
い
る
。
注
意
す
べ
き
は
、『
日

本
書
紀
』
に
お
け
る
有
間
皇
子
の
よ
う
に
、
こ
の
用
途
で
の
「
陽
狂
」
に
は
危
険
が
伴
う

こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
う
し
た
意
味
で
「
陽
狂
」
を
解
釈
し
て
ゆ
く
と
、
天
皇
の
治
世

に
誤
り
が
あ
る
か
ら
身
を
隠
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
謀
叛
人
で
あ
る
は
ず
の
有
間
皇

子
を
「
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
悲
劇
的
な
状
況
の
中
に
あ
」
る
「
優
れ
た
人
」
と
し
て
評

価
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
正
史
の
著
述
態
度
と
し
て
疑
問
の
出
る
表
現
と
な
る
。

　

し
か
し
、
智
蔵
伝
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
「
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
」
は
、
同
伴

の
僧
達
の
「
忌
害
之
心
」
に
置
き
換
え
ら
れ
、
治
世
の
誤
り
な
ど
に
話
が
向
か
う
虞
は
な

い
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
て
「
陽
狂
」
を
続
け
、「
方
外
の
士
」
を
気
取
っ
た
智
蔵
を
、
帝

は
「
嘉
之
」
し
、
僧
正
に
任
命
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
智
蔵
伝
は
大
団
円
を
迎
え
る
と
同

時
に
、
智
蔵
が
正
当
に
評
価
さ
れ
る
聖
代
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

智
蔵
が
そ
の
才
を
表
し
た
「
試
業
」
に
つ
い
て
は
、
詳
細
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
智
蔵

の
「
試
業
」
と
は
、
留
学
僧
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
得
度
の
制
度
と
し
て

の
試
業
は
多
少
の
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
、
参
考
と
し
て
掲
げ
て
み
た
い
。『
日
本
書
紀
』

持
統
一
〇
年
十
二
月
条
に
あ
る
、「
勅
旨
、
縁
読
金
光
明
経
。
毎
年
十
二
月
晦
日
。
度
浄

行
者
一
十
人
。（
勅
旨
し
て
、
金
光
明
経
を
読
ま
し
む
る
に
縁
り
て
、
年
毎
の
十
二
月
の
晦
日
に
、
浄

行
者
一
十
人
度
せ
し
む
。）」
で
金
光
明
経
を
読
む
た
め
に
浄
行
者
に
得
度
さ
せ
た
と
い
う
言

及
が
あ
る
が
、
そ
の
後
、『
続
日
本
紀
』
天
平
六
年
十
一
月
条
に
次
の
太
政
官
奏
が
あ
る
。

太
政
官
奏
、「
仏
教
流
伝
、
必
在
僧
尼
。
度
人
才
行
実
簡
所
司
、
比
来
出
家
、
不
審

学
業
、
多
由
嘱
請
、
甚
乖
法
意
。
自
今
以
後
、
不
論
道
俗
。
所
挙
度
人
、
唯
取
闇
誦

法
華
経
一
部
、
或
最
勝
王
経
一
部
、
兼
解
礼
仏
、
浄
行
三
年
以
上
者
、
令
得
度
者
、

学
問
弥
長
、
嘱
請
自
休
。

太
政
官
奏
す
ら
く
、「
仏
教
の
流
伝
は
、
必
ず
僧
尼
に
在
り
。
度
人
の
才
行

は
実
に
所
司
に
簡
は
る
る
に
、
比
来
出
家
は
、
学
業
を
審
ら
か
に
せ
ず
、
多

く
嘱
請
に
由
る
こ
と
、
甚
だ
法
意
に
乖
へ
り
。
今
よ
り
以
後
、
道
俗
を
論
は

ず
、
挙
す
る
度
人
は
、
唯
法
華
経
一
部
、
或
は
最
勝
王
経
一
部
を
闇
誦
し
、

兼
ね
て
礼
仏
を
解
り
、
浄
行
三
年
以
上
の
者
を
取
り
て
得
度
せ
し
め
ば
、
学

問
弥
長
し
、
嘱
請
自
ら
休
ま
む
。

天
平
年
間
に
は
、
昨
今
の
僧
の
学
業
が
「
不
審
」
で
あ
る
た
め
に
、
最
勝
王
経
な
ど
の
暗

唱
、
仏
前
で
の
礼
法
、
浄
行
三
年
な
ど
の
条
件
が
つ
け
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
延
暦
十
七
年

に
は
、
三
五
歳
以
上
の
も
の
で
、「
操
履
」
及
び
「
智
行
」
に
優
れ
、「
正
音
」（
漢
音
）
を

習
い
、
更
に
僧
綱
ら
が
所
習
の
大
儀
十
条
を
問
う
て
得
度
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
（『
類
聚
国

史
』）。
何
れ
も
こ
の
と
き
の
智
蔵
か
ら
す
れ
ば
時
代
が
下
っ
た
話
で
あ
り
、
ま
た
得
度
の

た
め
の
試
業
と
留
学
か
ら
帰
っ
た
僧
へ
の
そ
れ
と
の
違
い
も
あ
ろ
う
が
、
何
れ
に
せ
よ
僧

に
対
す
る
試
業
と
し
て
の
参
考
に
な
ろ
う
。
特
に
延
暦
期
の
そ
れ
で
「
正
音
」
に
つ
い
て

触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
智
蔵
の
「
音
詞
雅
麗
」
の
評
価
に
繋
が
る
観
点
で
あ
ろ
う
。

　
「
陽
狂
」
し
て
ま
で
唐
で
得
た
仏
教
の
奥
義
を
守
り
抜
き
、
こ
の
よ
う
な
試
業
に
よ
っ

て
帝
か
ら
「
嘉
之
」
さ
れ
る
と
い
う
話
は
、
官
人
達
に
と
っ
て
も
、
或
る
意
味
の
「
忠
節
」
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と
し
て
魅
力
的
に
映
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
風
流
に
耽
る
「
狂
士
」
は
（
数
は
少
な
い
な
が

ら
）
表
現
し
た
藤
原
万
里
が
い
る
し
、「
方
外
の
士
」
は
、
同
じ
僧
の
道
慈
に
も
現
れ
る

ほ
か
、
隠
逸
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、『
懐
風
藻
』
中
に
そ
れ
を
主
題
と
し
た
も
の
は

よ
く
見
ら
れ
る
。
一
方
で
「
身
を
全
う
す
る
」
た
め
の
「
陽
狂
」
は
、『
日
本
書
紀
』
有

間
皇
子
の
よ
う
に
、
使
い
ど
こ
ろ
を
誤
れ
ば
そ
の
表
現
に
危
険
が
伴
う
も
の
と
な
り
か
ね

な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
智
蔵
伝
に
お
い
て
は
、
現
政
権
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
そ
の

表
現
を
使
え
、
む
し
ろ
最
後
に
は
聖
代
で
あ
る
と
表
現
す
る
に
も
至
っ
て
い
る
。

　

隠
逸
な
ど
の
よ
う
に
、
政
権
か
ら
距
離
を
取
ろ
う
と
す
る
態
度
は
、
漢
詩
の
主
題
と
し

て
は
『
懐
風
藻
』
で
も
好
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
官
人
が
そ
の
作
者

の
大
半
を
占
め
る
『
懐
風
藻
』
に
お
い
て
、
政
権
か
ら
距
離
を
取
っ
た
表
現
に
は
、
政
権

を
批
判
す
る
こ
と
ま
で
は
で
き
な
い
以
上
、
自
ら
制
限
が
生
ま
れ
る
。
一
方
、
僧
侶
で
あ

れ
ば
「
方
外
の
士
」
と
い
う
、
或
る
種
の
治
外
法
権
と
し
て
、
そ
の
制
限
を
持
つ
こ
と
な

く
表
現
が
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
そ
う
し
た
上
で
、
今
回
の
智
蔵
伝
や
、

ま
た
釈
道
慈
伝
に
お
い
て
も
（
石
丸
純
一
﹇
二
〇
二
一
﹈）、
最
終
的
に
は
天
皇
に
対
し
て
の

忠
節
と
見
ら
れ
る
結
末
で
、「
方
外
の
士
」
で
あ
り
な
が
ら
官
人
達
の
理
想
に
な
り
得
る

形
で
話
を
締
め
括
っ
て
い
る
。

　
『
懐
風
藻
』
に
は
四
人
い
る
僧
侶
詩
人
は
、
そ
の
何
れ
に
も
伝
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
隠
逸
志
向
な
ど
官
人
達
が
そ
の
詩
作
中
で
憧
れ
た
政
権
か

ら
距
離
を
取
っ
た
表
現
が
比
較
的
自
由
に
可
能
で
あ
り
、
且
つ
帝
に
対
し
て
忠
節
を
尽
く

す
官
人
達
の
理
想
の
姿
を
描
い
た
も
の
と
し
て
、『
懐
風
藻
』
編
者
達
に
特
に
関
心
を
持

た
れ
た
結
果
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
智
蔵
伝
を
作
る
上
で
「
陽
狂
」
は
、
智
蔵
の

「
隠
逸
」「
方
外
の
士
」
を
表
す
と
共
に
、
唐
で
得
た
仏
教
の
奥
義
を
守
り
抜
き
帝
に
「
嘉

之
」
さ
れ
る
、官
人
に
と
っ
て
も
理
想
的
な
姿
を
描
く
こ
と
に
も
、同
時
に
繋
が
る
語
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
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。
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Chizo’s “Yokyo” in Kaifuusou

Junichi ISHIMARU

　Kaifuusou contains poems by four priests, all of whom have biographies attached. The biographies of the Kai-
fuusou poets are not included after the sixth poet. However, all four priests have their biographies attached. This 
suggests that the editor of Kaifuusou is interested in the priests. It has already been pointed out that the biogra-
phies of the priests in Kaifuusou is influenced by the Chinese tradition of Kosoden and Zoku Kosoden. There are 
also some expressions that appear to have been accepted from historical books such as official histories. The biog-
raphy of Shaku Chizo shows that he excelled in studies, went to Tang to study, and was honored by the emperor 
and appointed as a high priest after returning to Japan. However, according to Chizo’s biography, when he went to 
study in Tang Dynasty, he sensed that the monks accompanying him were about to harm him because of his excel-
lence, and that Chizo went “Hihatsu Yokyo.” “Hihatsu Yokyo” means to mess with one’s hair and pretend to be 
insane, and this expression can also be found in biographies of Buddhist priests. However, it is a strange figure 
that represents the priest’s transcendence. However, “Yokyo” is used in Chinese history books, and there are many 
examples of people who are not priests. In addition, it is said that Chizo went “Yokyo” to avoid harm from the 
monks accompanying him. In the context of Confucian values such as official history, it is used to protect himself 
from the dark ruler, and it is similar to his case. Even though it is the same “Yokyo,” the ideal way of life of the 
editors of “Kaifuso” appears in the way it is used in a manner that is closer to the context of Confucian values 
than the way it is expressed as biographies of Buddhist priests.
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